
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
又
は
施
術

を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕
上 

一 

指
定
医
療
機
関 

Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ
Ｏ 

Ｄ

Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｌ 

Ｃ
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｃ 

チ
ャ
ー
ミ
ー
歯
科
春

日
部 

医
療
法
人
社
団
サ
ン

セ
リ
テ 

三
浦
病
院 

北
戸
田
ナ
ノ
整
形
外

科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

戸
田
な
か
た
に
整
形

外
科 

し
ら
さ
き
ク
リ
ニ
ッ

ク 宮
代
ク
リ
ニ
ッ
ク 

名 
 

称 

小
松 

雅
之 

一
般
社
団
法
人
メ

デ
ィ
プ
ラ
ン 

医
療
法
人
社
団
サ

ン
セ
リ
テ 

加
藤 

仲
幸 

中
谷 

知
薫 

医
療
法
人
し
ら
さ

き 一
般
社
団
法
人
令

和
会 開

設
者
名 

三
郷
市
下
彦
川
戸
七
九
九 

春
日
部
市
上
蛭
田
一
三
二
―
四 

 

昭
和
ビ
ル
第
二 

二
階 

富
士
見
市
下
南
畑
三
一
六
六 

戸
田
市
新
曽
一
九
九
一
リ
ノ
リ
ー

ゾ
二
階 

戸
田
市
新
曽
九
八
四
―
一 

久
喜
市
久
喜
新
一
一
八
〇
―
一 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
笠
原
一
―
八

―
一
五 

所 

在 

地 

令
和
元
年
九
月

一
日 

令
和
元
年
十
月

一
日 

令
和
元
年
十
月

一
日 

令
和
元
年
十
一

月
一
日 

令
和
元
年
十
一

月
一
日 

令
和
元
年
十
月

一
日 

令
和
元
年
十
月

一
日 指

定
年
月
日 



医
療
法
人
相
羽
医
院 

た
ん
ぽ
ぽ
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

Ｍ
ｏ
ａ
ｎ
ａ
訪
問
看
護

リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ
ョ

ン 訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ 

和
光
ゆ
り
の
花
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

吉
見
薬
局 

す
ず
ら
ん
薬
局 

こ
い

づ
か
店 

コ
ー
ラ
ル
薬
局 

和
ヶ

原
店 

調
剤
薬
局
日
本
メ
デ

ィ
カ
ル
シ
ス
テ
ム 

北

戸
田
店 

ア
ス
テ
ル
薬
局 

草
加

店 藤
の
花
薬
局 

増
田
歯
科
医
院 

ス
カ
イ
デ
ン
タ
ル
ク
リ

ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
相
羽
医

院 合
同
会
社
メ
デ
ィ

カ
ル
ケ
ア
Ｍ
Ｏ
Ａ

Ｎ
Ａ 

合
同
会
社
Ｃ
ａ
ｒ

ｅ 

Ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
ｓ 

シ
ャ
ル
マ
ン
・
エ

ト
ワ
ー
ル
株
式
会

社 株
式
会
社
あ
さ
ひ

調
剤 

メ
デ
ィ
ー
ス
株
式

会
社 

村
松 

梨
沙 

日
本
メ
デ
ィ
カ
ル

シ
ス
テ
ム
株
式
会

社 株
式
会
社
あ
さ
ひ

調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ

調
剤 

増
田 

信
也 

木
内 

徹 

吉
川
市
吉
川
六
二
五
―
一 

富
士
見
市
東
み
ず
ほ
台
二
―
一

九
―
三
ヴ
ィ
ラ
セ
ブ
ン
三
〇
三 

飯
能
市
南
町
四
―
二
五
ヴ
ィ
ラ

あ
お
い
二
〇
一 

和
光
市
白
子
一
―
一
一
―
四
白

子
エ
メ
ラ
ル
ド
一
〇
一 

比
企
郡
吉
見
町
久
米
田
六
一
八

―
一 

熊
谷
市
中
央
四
―
一
―
一
九 

所
沢
市
和
ケ
原
二
―
一
九
四
―

三
二 

戸
田
市
新
曽
一
九
九
一
リ
ノ
リ

ー
ゾ
一
〇
三 

草
加
市
西
町
一
〇
九
二
―
六 

春
日
部
市
粕
壁
一
―
六
―
五 

ア
ー
バ
ン
ハ
イ
ツ
一
Ｆ 

狭
山
市
笹
井
二
―
三
〇
―
二
〇 

北
足
立
郡
伊
奈
町
栄
六
―
七
三 

二
階 

令
和
元
年
九
月

一
日 

令
和
元
年
十
一

月
一
日 

令
和
元
年
十
一

月
一
日 

令
和
元
年
十
月

一
日 

令
和
元
年
十
月

一
日 

令
和
元
年
十
月

一
日 

令
和
元
年
九
月

一
日 

令
和
元
年
九
月

一
日 

令
和
元
年
十
月

一
日 

令
和
元
年
十
月

一
日 

令
和
元
年
十
月

一
日 

令
和
元
年
十
一

月
一
日 



   

二 

指
定
施
術
機
関 

  

村
上 

智
範 

木
下 

憲
一 

木
村 

智
子 

渡
邉 

憲
治 

後
藤 

千
波 

植
松 

浩 

馬
場 

宏
之 

松
下 

宗
馬 

小
久
保 

慎

也 加
納 

琢
哉 

氏 
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

ゆ
う
し
ん
鍼
灸
院

ア
ク
ロ
ス
プ
ラ
ザ

東
久
留
米 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
所

沢
東
ス
テ
ー
シ
ョ

ン 訪
問
マ
ッ
サ
ー
ジ

元
気 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
伊

勢
崎
連
取
ス
テ
ー

シ
ョ
ン 

株
式
会
社
ア
メ
ニ

テ
ィ
ー
サ
ー
ビ
ス 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
鴻

巣
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

ま
ち
の
整
骨
院 

は
っ
と
り
は
り
・

き
ゅ
う
接
骨
院

（
日
進
院
） 

上
尾
サ
ニ
ー
整
骨

院 ま
ち
の
整
骨
院 

春
日
部
市
役
所
通

り 
名 

 

称 

施
術
所 

東
京
都
東
久
留
米
市
上
の
原
一

―
三
―
四
五
Ｂ
棟
一
〇
一 

所
沢
市
東
所
沢
二
―
一
三
―
六

レ
ナ
ジ
ア
東
所
沢
一
〇
一 

川
越
市
砂
新
田
三
―
二
〇
―
八 

群
馬
県
伊
勢
崎
市
連
取
町
一
六

一
三
―
二
オ
ン
フ
ル
ー
ル
ビ
ル

二
Ｆ 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
東
大
宮
四

―
二
六
―
三
鯨
井
ビ
ル
二
〇
一 

鴻
巣
市
本
町
四
―
五
―
九
新
井

ビ
ル
一
〇
三 

北

飾
郡
杉
戸
町
杉
戸
四
―
一

―
一 

さ
い
た
ま
市
北
区
日
進
町
二
―

一
一
〇
〇 

上
尾
市
谷
津
二
―
一
―
五
〇
―

四
四
深
谷
ビ
ル
一
Ｆ 

春
日
部
市
中
央
六
―
三
―
一
三 

所 

在 

地 

令
和
元
年
十
月

十
五
日 

令
和
元
年
九
月

二
日 

令
和
元
年
十
月

一
日 

令
和
元
年
十
一

月
一
日 

令
和
元
年
十
月

八
日 

令
和
元
年
十
月

一
日 

令
和
元
年
十
月

一
日 

令
和
元
年
十
一

月
一
日 

令
和
元
年
十
月

一
日 

令
和
元
年
十
月

一
日 指

定
年
月
日 


